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第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号。以下「法」

という。）第３条第４項の規定により松戸市（以下「施行者」という。）が

施行する新松戸駅東側地区の土地区画整理事業に関し、法第５３条第２項に

規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。 

 （事業の名称） 

第２条 前条の土地区画整理事業の名称は、松戸都市計画事業新松戸駅東側地

区土地区画整理事業（以下「事業」という。）とする。 

 （施行地区に含まれる地域の名称） 

第３条 事業の施行地区に含まれる地域は、松戸市幸谷字宮下及び溜ノ脇の各

一部とする。 

 （事業の範囲） 

第４条 事業の範囲は、法第２条第１項及び第２項に規定する土地区画整理事

業とする。 



 

 （事務所の所在地） 

第５条 事業の事務所は、松戸市根本３８７番地の５松戸市役所内に置く。 

第２章 費用の負担 

 （費用の負担） 

第６条 事業に要する費用は、次に掲げるものをもって充てるほか、施行者が

負担する。 

 ⑴ 法第９６条第２項の規定により定める保留地の処分金 

 ⑵ 法第２条第２項の規定に基づき保留地上に建築した建築物の処分金 

 ⑶ 法第１２０条の規定による公共施設管理者の負担金 

 ⑷ 法第１２１条の規定による国庫補助金 

 ⑸ その他の収入 

第３章 保留地及び立体換地保留床部分の処分方法 

 （保留地及び立体換地保留床部分の処分） 

第７条 保留地及び法第９３条第１項、第２項、第４項及び第５項の規定によ

り建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定め

た場合において、当該建築物のうち権利者に与えるべき建築物の部分以外の

部分（以下「立体換地保留床部分」という。）の処分は、一般競争入札、指

名競争入札、抽選又は随意契約の方法により行うものとする。 

（保留地及び立体換地保留床部分の処分価格） 

第８条 保留地及び立体換地保留床部分の処分価格は、土地の状況その他を考

慮し、法第６５条第１項の規定により選任された評価員（以下「評価員」と

いう。）の意見を聴いて定める。 

第４章 土地区画整理審議会 

 （審議会の名称） 

第９条 法第５６条第１項の規定により設置する土地区画整理審議会の名称は、

松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理審議会（以下「審議会」と

いう。）とする。 

 （委員の定数） 



 

第１０条 審議会の委員（以下「委員」という。）の定数は、１０人とする。 

２ 前項に規定する委員の定数のうち、法第５８条第１項の規定により施行地

区内の宅地の所有者（以下「宅地所有者」という。）及び施行地区内の宅地

について借地権を有する者（以下「借地権者」という。）がそれぞれのうち

から各別に選挙する委員の数の合計は、８人とする。 

３ 第１項に規定する委員の定数のうち、法第５８条第３項の規定により市長

が土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の

数は、２人とする。 

 （委員の任期） 

第１１条 委員の任期は、５年とする。 

 （立候補制） 

第１２条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。 

 （予備委員） 

第１３条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙さ

れる委員についての予備委員をそれぞれ置く。 

２ 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選

挙すべき委員の数の半数以内で市長が別に定める。ただし、選挙すべき委員

の数が１人の場合においては、１人とする。 

３ 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて次条に定める数以上の

得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じ

であるときは、市長がくじで順位を定める。 

４ 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、市長は、土地区画整

理法施行令（昭和３０年政令第４７号。以下「令」という。）第３５条第５

項の規定による当選人の公告と併せて予備委員の氏名及び住所（法人にあっ

ては、その名称及び主たる事務所の所在地）並びに委員に補充すべき順位を

公告するとともに、その旨を当該予備委員に通知するものとする。 

５ 第３項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった

日において予備委員としての地位を取得するものとする。 



 

６ 法第５８条の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、

委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。 

７ 前項の規定により選挙された委員の欠員を補充したときは、当該補充され

た委員の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在

地）を公告するとともに、その旨を当該補充された委員に通知するものとす

る。 

（当選人又は予備委員となるために必要な得票数） 

第１４条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙すべき

委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の４分の１とす

る。 

（委員の補欠選挙） 

第１５条 宅地所有者から選挙すべき委員又は借地権者から選挙すべき委員の

欠員が、それぞれの定数の２分の１を超えるに至った場合において、補充す

べき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。 

 （学識経験者の補充） 

第１６条 学識経験を有する者から選任された委員に欠員を生じた場合は、市

長は、速やかに補欠の委員を選任する。 

２ 学識経験を有する者のうちから選任された委員が、法第６３条第４項第２

号又は第３号の規定に該当することとなったときは、市長は、これを解任し

て他の者を委員に選任する。 

第５章 地積の決定方法 

 （基準地積） 

第１７条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の

地積（以下「基準地積」という。）は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）現在において登記されている地積とし、施行日現在において登記

されていない宅地については、施行者が実測した地積とする。 

 （基準地積の更正等） 

第１８条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利（処分の制限を含む。



 

次条において同じ。）を有する者は、前条の登記されている地積が事実に相

違すると認めるときは、施行日から６０日以内に、次に掲げる書類を添えて、

施行者に基準地積の更正を申請することができる。この場合において、その

者の所有する宅地が２筆以上にわたり連続しているときは、その全部につい

て申請しなければならない。 

 ⑴ 隣接する宅地の地番及び所有者の氏名を記入した見取図 

 ⑵ 隣接する宅地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を

記入した境界表示図 

 ⑶ 宅地の実測図（土地家屋調査士又は測量士が実測したものであって、境

界について隣地の所有権者の確認があるものに限る。） 

 ⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請があったときは、施行者は、申請人の立会いを求め

て、当該申請に係る宅地の地積を実測等により確認するものとする。この場

合において、施行者は、必要があるときは、当該宅地の関係土地所有者の立

会いを求めることができる。 

３ 施行者は、前項の規定により確認した地積を当該宅地の基準地積とする。 

４ 施行者は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認める場合は、当

該宅地の所有者及び関係土地所有者の立会いを求めて、当該宅地の地積を実

測して基準地積とすることができる。 

５ 施行日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基

準地積を分割後の各筆の登記された地積に按
あ ん

分して得た地積とする。ただ

し、分割後の一部の宅地が実測地積である場合は、その実測地積をもって当

該宅地の基準地積とし、分割前の基準地積からその実測地積を差し引いた地

積を他の宅地の基準地積とする。 

（所有権以外の権利の地積） 

第１９条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき

宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有

権以外の権利の地積は、その登記してある地積（以下「登記地積」という。）



 

又は法第８５条第１項の規定による申告に係る地積（地積の変更について同

条第３項の規定による届出があったときは、その変更後の地積。以下「申告

地積」という。）とする。ただし、登記地積又は申告地積が当該権利の存す

る宅地の基準地積に符合しないときは、施行者が当該宅地の基準地積の範囲

内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。 

第６章 宅地の立体化 

 （宅地の立体化の申出） 

第２０条 事業計画において法第９３条第４項又は第５項の規定に基づき建築

物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与える旨を定めた場合に

おいて、それらの規定による申出をしようとする者は、施行者が定める期日

までに当該申出をしなければならない。 

２ 施行者は、前項の規定による申出があった場合には、申出に応じる又は応

じない旨を決定し、当該申出をした者に対し、その旨を通知する。 

 （換地計画の通知） 

第２１条 施行者は、換地計画が認可された場合は、当該換地計画において法

第９３条第１項、第２項、第４項及び第５項の規定により建築物の一部及び

その建築物の存する土地の共有持分を与えられるように定められた者に対し、

その内容を通知する。 

 （換地処分前の使用） 

第２２条 施行者は、前条の規定による通知後、換地処分の前においても、法

第９３条第１項、第２項、第４項及び第５項の規定により建築物の一部及び

その建築物の存する土地の共有持分を与えられるように定められた者に対し、

契約により、法第１０４条第７項の規定により取得することとなるべき建築

物の一部を使用収益させることができる。 

第７章 評価 

（評価員の定数） 

第２３条 評価員の定数は、３人とする。 

（宅地及び立体換地床の評価） 



 

第２４条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者が、その位置、地積、土質、

水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。 

２ 法第９３条第１項、第２項、第４項及び第５項の規定により与えられる建

築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分（以下「立体換地床」と

いう。）の価額は、施行者が、当該建築物の一部及びその建築物の存する土

地の位置、面積、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴い

て定める。 

（権利の評価） 

第２５条 所有権以外の権利（地役権を除く。以下同じ。）の存する宅地につ

いての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の評価額にそれぞれ

の権利価格の割合を乗じて得た額とする。 

２ 前項の権利価格の割合は、施行者が、前条の価額、賃貸料、位置、区画、

土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定

める。 

第８章 清算 

（清算金の算定） 

第２６条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に

対する換地及び立体換地床の価額の総額の比を従前の宅地の価額又はその宅

地に存する所有権以外の権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地

若しくは立体換地床の価額又はその換地について定められた所有権以外の権

利の価額との差額とする。 

２ 法第９０条、第９１条第４項、第９２条第３項又は第９５条第６項の規定

により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部

を定めないで金銭で清算する場合における清算金の額は、従前の宅地の価額

又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得

た額とする。 

 （清算金の徴収又は交付の通知） 

第２７条 施行者は、前条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、



 

その期限及び方法を定め、当該期限の１０日前までに、これを納付すべき者

又は交付を受けるべき者に通知するものとする。 

（清算金の分割徴収又は分割交付） 

第２８条 施行者は、徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が５万円

以上である場合は、次表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付す

ることができる。ただし、当該清算金を納付すべき者の資力が乏しいため当

該清算金を期間内に納付することが困難であると認められるときは、当該清

算金の徴収を完了すべき期間は、１０年以内とすることができる。 

清算徴収金又は清算交付金の総額 分割徴収又は分割交付すべき期間 

50,000円以上 100,000 円未満 ２年以内 

100,000 円以上 200,000 円未満 ３年以内 

200,000 円以上 500,000 円未満 ４年以内 

500,000 円以上 ５年以内 

２ 前項の規定により清算金を分割徴収する場合において当該清算金に付すべ

き利子の利率は、法第１０３条第４項の規定による公告の日の翌日において

日本銀行が金融経済統計により公表している直近の長期プライムレートと同

率とする。 

３ 第１項の規定により清算金を分割徴収する場合において各回に徴収すべき

額は、第１回は分割徴収すべき清算金の総額を分割回数で除して得た金額を

下らない額とし、第２回以後は利子を合わせて毎回均等とする。 

４ 清算金を分割して納付することを希望する者は、施行者が指定する期日ま

でに、施行者に分割納付の申出を行い、その承認を受けなければならない。 

５ 清算金を分割納付すべき者は、施行者の承認を得て、未納の清算金の全部

又は一部を繰り上げて納付することができる。 

６ 施行者は、清算金を分割納付すべき者が分割納付に係る納付金を滞納した

ときは、未納の清算金の全部又は一部につき納付期限を繰り上げて徴収する

ことができる。 

７ 清算金を分割納付すべき者又は分割交付を受けるべき者は、その氏名又は



 

住所（法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地）を変更したと

きは、速やかに施行者に届け出なければならない。 

 （督促手数料及び延滞金） 

第２９条 施行者は、法第１１０条第３項の規定による督促をした場合は、督

促手数料及び延滞金を徴収する。ただし、施行者が特別の事情があると認め

たときは、この限りでない。 

２ 前項の督促手数料の額は、法第１１０条第４項の国土交通省令で定める額

とする。 

３ 第１項の延滞金は、当該督促に係る清算金の額（以下「督促額」という。）

が 1,000 円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限

の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額に年 10.75 パーセントの割合

を乗じて得た額（ 100 円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）と

する。 

（仮清算への準用） 

第３０条 第２６条から前条までの規定は、法第１０２条の規定により仮清算

金を徴収し、又は交付する場合に準用する。 

第９章 雑則 

（所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止） 

第３１条 令第１９条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して２

０日を経過した日から令第２２条第１項の規定による公告がある日までの間

は、法第８５条第４項の規定により、借地権について同条第１項の規定によ

る申告又は同条第３項の規定による届出は受理しない。 

２ 法８８条第２項の規定により換地計画を縦覧に供する旨の公告の日から法

第１０３条第４項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第８５条

第４項の規定により、宅地についての所有権以外の権利について同条第１項

の規定による申告又は同条第３項の規定による届出は受理しない。 

（補償金の前払い） 

第３２条 法第７７条第２項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移



 

転し、又は除却する場合において、必要と認められるときは、法第７８条第

１項の規定による補償金に相当する額の一部を前払いすることができる。 

（権利の異動の届出） 

第３３条 この条例の施行日後において、施行地区内の所有権及び所有権以外

の権利又は建築物等に関する権利について異動を生じたときは、当事者双方

連署して、遅滞なくその旨を届け出なければならない。この場合において、

連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を

証する書類を添付しなければならない。 

（換地処分の時期の特例） 

第３４条 施行者は、必要があると認めるときは、施行地区内の全部について

事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。 

（委任） 

第３５条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理事業計画決

定の公告の日から施行する。 

（松戸都市計画事業土地区画整理事業施行条例の廃止） 

２ 松戸都市計画事業土地区画整理事業施行条例（昭和４４年松戸市条例第５

２号）は、廃止する。 

 


